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編集後記：最近，薬害HIVや原発事故などさまざま

な場面で公的機関の情報公開の重要性が指摘されてい

ます．国境のない大気現象についての観測データや解

析結果などの情報は，広く国際的に流通することが，

大気科学の発展のためには重要と思われます．

　編集委員会の席上においても，臨大学等の研究機関の

委員が気象庁の膨大な情報に強い関心を寄せているこ

とを実感することがあり・ます．現在，（財）気象業務支

援センターを通じて気象庁が保有する情報が公開され

ており，CD－ROMなどの媒体で提供されるものにつ

いては，コンピューターでの利用が非常に便利になっ

たものと思います．

　しかし，行政機関（いわゆる「お役所」）としての気

象庁と，研究機関としての大学等との間で，情報に関

する考え方にギャップがあるような気がします．すな

わち，気象庁としては，業務を遂行する上で得たある

いは作成した情報（データやプロダクト）に対して行

政機関としての責任を持つ必要があります．このため，

情報の公開にあったては十分に吟味（品質管理）を行

う必要があり，すべての情報が公開されるわけではな

いこと，公開までに時間を要する場合があることなど，

研究者から見ると不満があるかもしれません．しかし，

公開されている情報は，研究においても安心して利用

することができます．ただし，原理的に避けられない

測定上の誤差が含まれていたり，まれに品質管理をく

ぐり抜けた誤データが紛れこんでいたりということも

ありますが，一般的には安心して利用できる情報です．

一方，安心して利用できることもさることながら，現

在は公開されていない生データのようなさらに詳しい

情報が欲しいという声を研究者から聞くこともありま

す．

　気象庁あるいは大気中で起こる現象に関する情報を

保有する機関は，行政機関としての責任を果たしつつ，

研究者の声にも耳を傾ける必要があるように思いま

す．　　　　　　　　　　　　　　　　　（横山辰夫）
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